
○綾川町自主防災組織資機材助成要綱 

平 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 

告 示  第 １ ０ 号 

(趣旨) 

第 1 条 この告示は、地域における防災活動を積極的に推進すること

を目的に地域住民が自主的に設立した防災組織(以下「自主防災組

織」という。)の充実及び育成を図るため、予算の範囲内において防

災用の資機材を助成することについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 

(自主防災組織の定義) 

第 2 条 この要綱において「自主防災組織」（以下「組織」という。）

とは、綾川町自主防災組織育成推進要綱（平成１９年 告示第９号）

第 3 条に規定する基準に適合し、かつ、同要綱第 7 条の規定による

届出をしたものをいう。 

 

(防災資機材の助成) 

第 3 条 町長は、第 1 条に規定する目的を達成するため、組織に対し

て別表に掲げる防災資機材を予算の範囲内で助成することができる。 

2 防災資機材の助成は、1 組織当たり 1 回限りとする。 

 

(助成の申請) 

第 4 条 防災資機材の助成の申請を受けようとする組織（以下「申請

者」という。）は、綾川町自主防災組織資機材助成申請書（様式第

1 号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

(1) 防災資機材の保管場所を表す図書 

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要であると定めるもの。 

 

(助成の決定通知) 

第 5 条 町長は、前条の規定による申請を受けたときには、その内容

を審査の上助成の可否を決定し、綾川町自主防災組織資機材助成決

定通知書（様式第２号）により、申請者に対し通知しなければなら

ない。 

 

(防災資機材の交付) 

第 6 条 町長は、前条の規定による助成決定通知をした後、申請者に

防災資機材を交付するものとする。 



2 前項の規定により防災資機材の交付を受けた組織は、速やかに町長

に綾川町自主防災組織資機材受領届(様式第 3 号)を提出しなければ

ならない。 

 

(助成の中止等) 

第 7 条 申請者は、資機材の助成を中止し、又は廃止しようとすると

きは、速やかに町長に綾川町自主防災組織資機材助成中止(廃止)申

請書(様式第 4 号)により、町長の承認を受けなければならない。 

 

(防災資機材の管理等) 

第 8 条 防災資機材の交付を受けた組織は、管理のための書類を作成

し、当該防災資機材を善良な方法で維持管理しなければならない。 

2 防災資機材の交付を受けた組織は、防災訓練等を 1 年に 1 回以上行

うよう努めなければならない。 

 

(防災資機材の返還) 

第 9 条 町長は、申請者が次のいづれかに該当すると認めたときは、

既に交付した防災資機材の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 防災資機材を第 1 条に規定する目的以外に使用したとき。 

(2) この要綱に違反したとき。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。 

 

(検査等) 

第 10 条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検

査をさせ、または実地検査をさせることができる。 

2 防災資機材の交付を受けた組織は、町長から要求があるときは、い

つでも検査を受けなければならない。 

 

（台帳の整備） 

第 11 条 町長は、自主防災組織及び資機材助成一覧を備えておくもの 

とする。 

 

 (雑則) 

第 12 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


